
環境影響評価法の一部を改正する法律案

（検討中の案の概要）
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１ 対象事業の範囲の拡大

対象事業に、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法

律第二条第一項第四号の政令で定める給付金であって政令で定

めるものの交付の対象となる事業を追加すること。

２ 方法書以前の手続の創設

（１）計画段階配慮事項についての検討

第一種事業を実施しようとする者は、第一種事業に係る

計画の立案の段階において、当該事業が実施されるべき区

域を選定するに当たっては、事業の種類ごとに環境大臣と

協議して定める主務省令で定めるところにより、一又は二

以上の当該事業の実施が想定される区域における環境の保

全のために配慮すべき事項（以下「計画段階配慮事項」と

いう。）についての検討を行わなければならないものとし、

環境大臣は、関係行政機関の長に協議して、当該主務省令

に関する基本的事項を定めて公表するものとすること。

（２）配慮書の作成等

第一種事業を実施しようとする者は、計画段階配慮事項

についての検討を行った結果について、計画段階環境配慮

書（以下「配慮書」という。）を作成し、主務大臣に送付す

るとともに、当該配慮書及びこれを要約した書類を公表し

なければならないものとすること。主務大臣は、配慮書の

送付を受けた後、速やかに、環境大臣に当該配慮書の写し

を送付して意見を求めなければならないものとすること。

（３）主務大臣及び環境大臣の意見

環境大臣は、主務大臣に対し、配慮書について環境の保

全の見地からの意見を述べることができるものとし、主務

大臣は、第一種事業を実施しようとする者に対し、配慮書

について環境の保全の見地からの意見を述べることができ

るものとすること。この場合において、環境大臣の意見が

あるときは、主務大臣は、これを勘案しなければならない

ものとすること。
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３ 方法書手続、準備書手続及び評価書手続の改正

（１）配慮書等を踏まえた方法書の作成

事業者は、環境影響評価方法書（以下「方法書」という。）

を作成するに当たり、配慮書を作成しているときはその内

容を踏まえるとともに、２の（３）の主務大臣の意見があ

るときはこれを勘案して、対象事業の内容に検討を加える

ものとし、これらの事項を方法書に記載しなければならな

いものとすること。

（２）方法書及び方法書要約書の送付

事業者は、方法書に係る関係地域を管轄する都道府県知

事及び市町村長に対し方法書を送付する際、これを要約し

た書類（以下「方法書要約書」という。）も併せて送付しな

ければならないものとすること。

（３）方法書、準備書、評価書における電子縦覧の義務化

事業者は、方法書を作成したときは、方法書及び方法書

要約書を、インターネットの利用その他の方法により公表

しなければならないものとすること。環境影響評価準備書

（以下、「準備書」という。）及び環境影響評価書（以下、「評

価書」という。）においてもこれと同様とすること。

（４）方法書段階における説明会の開催

事業者は、方法書の縦覧期間内に、方法書の記載事項を

周知させるための説明会を開催しなければならないものと

し、方法書の説明会に係る所要の規定を整備すること。

（５）政令で定める市の長による事業者への意見提出

方法書に係る関係地域の全部が一の政令で定める市の区

域に限られるものである場合において、当該市の長は、事

業者に対し、方法書について環境の保全の見地からの意見

を述べるものとし、この場合において、都道府県知事は、

事業者に対し、方法書について環境の保全の見地からの意

見を述べることができるものとすること。準備書において

もこれと同様とすること。

（６）許認可権者が地方公共団体である場合の環境大臣意見手

続
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事業者から評価書の送付を受けた免許等を行う者は、地

方公共団体の長である場合であっても、速やかに環境大臣

に当該評価書の写しを送付して意見を求めるものとするこ

と。

４ 環境影響評価の項目等の選定に関する主務大臣の助言におけ

る環境大臣からの意見聴取の創設

主務大臣は、事業者の申出に応じて環境影響評価の項目等の

選定について技術的な助言を記載した書面の交付をしようとす

るときは、あらかじめ、環境大臣の意見を聴かなければならな

いものとすること。

５ 環境保全措置等の報告等の手続の創設

（１）事業着手後における報告書の作成

評価書の公告を行った事業者は、事業の種類ごとに環境

大臣と協議して定める主務省令で定めるところにより、環

境の保全のための措置等に係る報告書（以下「報告書」と

いう。）を作成しなければならないものとし、環境大臣は、

関係行政機関の長に協議して、当該主務省令に関する基本

的事項を定めて公表するものとすること。

（２）報告書の公表等

評価書の公告を行った事業者は、報告書を作成したとき

は、評価書の送付を受けた者にこれを送付するとともに、

これを公表しなければならないものとすること。報告書の

送付を受けた者は、速やかに環境大臣に当該報告書の写し

を送付して意見を求めるものとすること。

（３）主務大臣及び環境大臣の意見

環境大臣は、必要に応じ、報告書の送付を受けた者に対

し、報告書について環境の保全の見地からの意見を述べる

ことができるものとし、報告書の送付を受けた者は、必要

に応じ、評価書の公告を行った事業者に対し、報告書につ

いて環境の保全の見地からの意見を述べることができるも

のとすること。この場合において、環境大臣の意見がある
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ときは、主務大臣は、これを勘案しなければならないもの

とすること。

６ 都市計画に定められる対象事業等に関する特例

方法書以前の手続の創設、環境保全措置等の報告等の手続の

創設等に伴い、都市計画に定められる第一種事業等又は第二種

事業等に係る手続の特例規定について所要の改正を行うこと。

７ 施行期日等

（１）この法律の施行期日について定めること。

（２）この法律の施行に伴う所要の経過措置を整備すること

（３）関係法律について所要の改正を行うこと。


